
令和８年３月市議会定例会議提出議案
令和８年３月２日提出

区 分 件 数

予算関係 ２２

条例関係 １６

その他議案 １２

報告 １

計 ５１



【予算関係 その①】

1 議案第 ５ 号 令和８年度福島市一般会計予算

2  議案第 ６ 号 令和８年度福島市水道事業会計予算

3 議案第 ７ 号 令和８年度福島市下水道事業会計予算

4 議案第 ８ 号 令和８年度福島市農業集落排水事業会計予算

5  議案第 ９ 号 令和８年度福島市国民健康保険事業費特別会計予算

6  議案第１０号 令和８年度福島市飯坂町財産区特別会計予算

7  議案第１１号 令和８年度福島市公設地方卸売市場事業費特別会計予算



【予算関係 その②】

8 議案第１２号 令和８年度福島市土地区画整理事業費特別会計予算

9 議案第１３号 令和８年度福島市介護保険事業費特別会計予算

10 議案第１４号 令和８年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計予算

11 議案第１５号 令和８年度福島市青木財産区特別会計予算算

12  議案第１６号 令和８年度福島市工業団地整備事業費特別会計予算費

特別会計予算

13  議案第１７号 令和８年度福島市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

特別会計予算



【予算関係 その③】

14 議案第１８号 令和７年度福島市一般会計補正予算（第８号）

15 議案第１９号 令和７年度福島市一般会計補正予算（第９号）

16 議案第２０号 令和７年度福島市水道事業会計補正予算（第４号）

17 議案第２１号 令和７年度福島市下水道事業会計補正予算（第３号）

18  議案第２２号 令和７年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算

（第４号）

19  議案第２３号 令和７年度福島市土地区画整理事業費特別会計補正予算

（第１号）



【予算関係 その④】

20 議案第２４号 令和７年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算（第３号）

21 議案第２５号 令和７年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算

（第３号）

22  議案第２６号 令和７年度福島市工業団地整備事業費特別会計補正予算

（第１号）



【条例関係 その①】

1  議案第２７号 福島市行政手続条例の一部を改正する条例制定の件  
書面掲示規制などのアナログ規制を定める個別法の一斉改正を行うため、「デジタル

 社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を
 改正する法律」が施行されることに伴い、聴聞（弁明）の公示送達手続きをデジタル化
 する改正を行う。  
 【主な改正内容】    

※１ 聴聞（弁明）とは？
    不利益処分を受ける側に口頭（書面）で意見を述べる機会を与える手続きのこと

 ※２ 公示送達とは？
    聴聞の期日・場所等を相手方の所在不明により通知できない場合等に、掲示板への掲示

    によって法的に送達が完了したとみなす特別な手続き

（施行日：令和８年５月２１日）

【公示する内容】
① 不利益処分の相手方の氏名
② 聴聞の期日と場所
③ 行政庁の名称と所在地
④ 聴聞の通知をいつでも交付

すること



【条例関係 その②】

2  議案第２８号 福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件  

（１）老朽化したマンションの増加等の社会情勢の変化に鑑み、マンションその他区分
 所有建物の管理及び再生の円滑化等を図るため、「マンションの建替え等の円滑化
 に関する法律」の一部が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行う。

 
 【主な改正内容】    

■要除却等認定マンションの特例許可申請手数料を新設

※要除却等認定マンションとは？
  耐震不足や外壁の剥落等により、付近に危害を及ぼすおそれがあるとして、除却の必要性に係る

  認定を受けたマンション。
  当該認定に基づき特例許可を得ることで、従来の容積率緩和に加え、新たに高さ制限の緩和も
受けられ、従前を上回る規模での建替えが可能となる。

 （施行日：令和８年４月１日）



（２）医薬品等の品質・安全性の確保、安定供給体制の強化、創薬環境の整備、薬局
機能の強化のため、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律」の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う。

 

  【主な改正内容】 

■条例中で引用する条項の修正

（施行日：令和８年５月１日）

（３）地方公共団体の基幹業務システムの標準化を契機に、事務の効率化及び市民サービ
スの向上を図るため、固定資産証明手数料の料金体系について改正を行う。

  

【主な改正内容】
■固定資産（土地/家屋/償却資産）証明１件あたりの手数料額の一律化

３筆（棟/種類）までは３００円
１筆（棟/種類）増すごとに１００円加算

（施行日：令和８年４月１日）

（改正前） （改正後）一律３００円



【条例関係 その③】

3  議案第２９号 福島市立学校条例の一部を改正する条例制定の件

 「福島市市立幼児教育・保育施設再編成個別施設方針」に基づき、渡利幼稚園、渡利
保育所、東浜保育所は民間事業者が新たに整備する私立認定こども園へ令和１０年４月
から移行する予定であり、新たな私立認定こども園を令和９年度中に渡利幼稚園敷地内
に整備することから、渡利幼稚園を渡利小学校敷地内の旧渡利幼稚園園舎に移して運営
する。

 
 【主な改正内容】

■渡利幼稚園の所在地の変更

 （現在地）渡利字沖町128番地 （移転先）渡利字八幡町120番地

（施行日：令和９年４月１日）



【条例関係 その④】

4  議案第３０号 福島市学校施設整備基金条例制定の件  
学校施設の売却等によって、国庫への返納対象となる補助金相当額を本市の学校施設

 整備に充てることができるよう基金を創設する。
 
 ※１ 制度概要

従来学校施設は、耐用年数（平成１２年度以前の建物６０年／平成１３年度以降の建物４７年）を経過
しない限り、補助金相当額の国庫返納を要していたが、国庫補助事業完了後１０年以上が経過した学校施設
の売却代金などは、学校施設整備を目的とした基金に積み立てることで、補助金相当額の国庫への返納を
不要とできる制度。

  ただし、売却代金等のうち、国庫補助相当額以上の金額を基金に積み立てることが条件となる。

※２ 売却等を予定している学校施設
  ➤旧青木小学校（売却） ➤旧金谷川小学校（貸付）

（相手方：（株）マクサムコミュニケーションズ） （相手方： 国立大学法人 福島大学）

 

（施行日：公布の日）



【条例関係 その⑤】

5  議案第３１号 福島市農村地域生活改善施設条例の一部を改正する条例
 制定の件

老朽化し、利用率の低下した水原生活改善センターを廃止する改正を行う。

 （施行日：令和８年４月１日）   



【条例関係 その⑥】

6  議案第３２号 福島市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を
 定める条例制定の件

令和８年度より乳児等通園支援事業（通称：こども誰でも通園制度）に給付制度を
 創設するため、「子ども・子育て支援法」の一部が改正されたことに伴い、運営の
 質の確保を図るための基準条例を設ける。

 
 【主な内容】

■令和８年度からの実施に向け給付基準を整備

※１ 市が基準適合を確認した事業所は給付対象となる。
※２ こども誰でも通園制度とは？

すべてのこどもの育ちの応援と、良質な成育環境整備を目的に創設された事業。
保育所等に入所していない０歳６か月～満３歳未満のこどもに、月一定時間・時間単位で通園

してもらい、こどもの育ちを支援するとともに、保護者へ子育てに関する情報提供や助言等の
援助も行う。

（施行日：令和８年４月１日）



【条例関係 その⑦】

7  議案第３３号 福島市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準
 を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

令和８年度より乳児等通園支援事業（通称：こども誰でも通園制度）に給付制度が
 創設されることに伴い、「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（内閣府
 令）」の一部が改正されたことから、所要の改正を行う。
 
 【主な改正内容】

■年齢ごとに設定されていた利用定員区分の変更

（施行日：令和８年４月１日）

改正前 改正後

０歳
０～２歳

１～２歳

柔軟な対応が、
可能になります。



【条例関係 その⑧】

8  議案第３４号 福島市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め
 る条例の一部を改正する条例制定の件  

母子生活支援施設等に配置される職員の資質向上及び専門性の確保に資することを
 目的に「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一部が改正されたことに伴い、
 母子生活支援施設における職員の資格要件の改正を行う。  
 【主な改正内容】

■資格要件の追加

 

（施行日：公布の日）

区分 改正前 改正後

施設長

①医師（精神保健・小児保健の経験）
②社会福祉士
③母子生活支援施設の職員として
３年以上勤務した者 など

①医師（精神保健・小児保健の経験）
②社会福祉士
③母子生活支援施設の職員として
３年以上勤務した者

④こども家庭ソーシャルワーカー など

母子生活支援員

①保育士
②社会福祉士
③精神保健福祉士 など

①保育士
②社会福祉士
③精神保健福祉士
④こども家庭ソーシャルワーカー など



【条例関係 その⑨】

9  議案第３５号 福島市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関
 する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

 
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（厚生労働省令）」の

 一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う。
 

 【主な改正内容】  

■条例中で引用する条項の修正

（施行日：公布の日）



【条例関係 その⑩】

10 議案第３６号 福島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件
    
  令和８年度より子育て世帯を支える新しい連帯の仕組みとして、医療保険税とあわせて
 子ども・子育て支援金を拠出する制度を開始するため、子ども・子育て支援法及び地方税
法の一部が改正されたことに伴い、同支援金の課税額等にかかる規定を設ける。

 【主な改正内容】
 ■子ども・子育て支援金を新設（国民健康保険税とあわせて課税）

 

（施行日：令和８年４月１日）

令和８年度

限度額
①所得割率 ②均等割額

（１人あたり）
※18歳未満は
全額軽減措置

③18歳以上均等割額
（１人あたり）
※18歳未満の軽減
額分を按分

④平等割額
（１世帯あたり）

０．２８％ １，２００円 １００円 ８００円 ３０，０００円



【条例関係 その⑪】

11  議案第３７号 福島市客引き行為等の防止に関する条例の一部を改正
 する条例制定の件

  福島駅繁華街において、風俗関連営業や規制の対象となっていない居酒屋やカラオケ
 店等による声掛けが、市民等に強い不安や不快感を与える迷惑行為となっている現状
 から当条例による規制を強化し、市民等の生活の安全と平穏の確保を図る。

 【主な改正内容】
■規制対象 （改正前）風俗関連営業 （改正後）全業種
■規制手法 客引き行為等の未然防止のため、行政指導を新設

※規制対象は全業種に拡大するが、刑事罰の適用対象は風俗関連営業に限定するなど、営業の自由にも
配慮することで、繁華街の健全な発展を目指す。

（施行日：令和８年６月１日）



【条例関係 その⑫】

12  議案第３８号 県北都市計画事業福島北土地区画整理事業施行規程を
 廃止する条例制定の件

県北都市計画事業福島北土地区画整理事業の完了に伴い、条例を廃止する。

（施行日：令和８年４月１日）

13  議案第３９号 福島市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件

福島県の河川占用許可の終了により令和８年３月３１日付で長老橋運動公園を
 廃止することから、当条例に基づく管理の対象から同公園を削除する改正を行う。

 （施行日：令和８年３月３１日）   



【条例関係 その⑬】

14 議案第４０号 福島市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件
    

 固定資産税評価額の評価替え及び地価に対する賃料の水準等の変動を反映して、
「道路法施行令」が改正されたことに伴い、道路占用料の額の改正を行う。

【主な改正内容】
 
 

（施行日：令和８年４月１日）

占用物件 改正前 改正後 単位

第１種電柱 ５７０円 ６７０円 １本／年

外径0.07ｍ未満のガス管等 ２１円 ２５円 １ｍ／年

看板 １，８００円 １，９００円 表示面積１㎡／年

標識 ８１０円 ９６０円 １本／年



【条例関係 その⑭】

15  議案第４１号 福島市沿道区域指定の基準及び届出対象区域に関する条例
 制定の件

自然災害で倒壊した沿道工作物から緊急輸送道路のネットワーク機能を保護するため、
 道路法に基づき工作物の設置に届出が必要となる沿道区域を指定するための基準を定め
 る条例を設ける。

 

（施行日：公布の日）

区域の指定後

幅4.0ｍ以上確保

設置位置の変更を
勧告できるように
なります。区域の指定前

電柱倒壊による道路閉塞を防止するイメージ

※緊急輸送道路区域は、道路法により新たな電柱等設置のための道路占用が制限されています。



【条例関係 その⑮】

16  議案第４２号 福島市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件  
「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例

 の制定に関する基準を定める省令」の一部改正等に伴い、簡易サウナ設備等の設置基準
 を設けるとともに、地震による電気火災リスクの低減を目的に感震ブレーカーの普及
 促進を図る。  

【主な改正内容】
   

（施行日：令和８年３月３１日）

簡易サウナ設備の設置基準（新設） 感震ブレーカーの普及促進（新設）

■テント型・バレル型サウナ室の放熱設備（サウナ
ストーブ）の設置基準

①定格出力６ｋｗ以下
②放熱設備と周囲の可燃物は引火しない距離を
保つこと など

■大規模地震発生時の住宅防火対策として
“感震ブレーカー”の普及を促進

例１）簡易タイプの感震ブレーカー

例２）分電盤型の感震ブレーカー



【その他議案 その①】

2 議案第４４号 事業契約の一部変更の件
（福島市新学校給食センター整備運営事業）

  物価変動に伴い、維持管理・運営にかかる費用を改定するため、契約金額を変更する。
(1)契約金額 １０，８１５，５５０，５７４円
 ↓

 １０，８３２，１４１，８８５円（１６，５９２千円の増）

1  議案第４３号 福島市総合計画まちづくり基本ビジョンの計画期間の
変更の件

 次期総合計画の策定に向けて、客観的データを踏まえた検証と議論に期間を要する
ため、現福島市総合計画まちづくり基本ビジョンの計画期間を１年延長する。

  (1)計画期間 令和３年度～令和７年度
 ↓

 令和３年度～令和８年度



【その他議案 その②】

4 議案第４６号 包括外部監査契約の件

包括外部監査契約に基づく監査のため、令和８年度の包括外部監査契約を締結する。

(1)契約の目的 包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

(2)契約の期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで  

(3)契約金額 １２，９２０，０００円を上限とする額 

(4)契約の相手方 公認会計士 須賀 俊一  

3 議案第４５号 市道路線の認定及び廃止の件
  一般公共の用に供するため２７路線を認定する。また、８路線を廃止する。

(1)路線数   ８，０４５本 ⇒ ８，０６４本

(2)市道延長 ２，９６２．４㎞ ⇒ ２，９６４．４㎞  



【その他議案 その③】

5 議案第４７号 工事請負契約の件(こむこむ館屋根等改修工事(電気設備)）     
こむこむ館の屋根改修に伴う照明設備新設及びＬＥＤ化工事について、請負契約を締結する。
（1）契約金額 １６７，１５６，０００円
（2）契約の相手方 大槻電設株式会社 代表取締役 大槻 博太
（3）履行期限 令和８年１２月２８日

6 議案第４８号 工事請負契約の件(消防本部・福島消防署整備事業 建築工事) 
消防本部・福島消防署整備事業 建築工事について、請負契約を締結する。
（1）契約金額 ３，７２９，０００,０００円
（2）契約の相手方 佐藤・大丸・安藤特定建設工事共同企業体

 代表者 佐藤工業株式会社 代表取締役社長 八巻 恵一
（3）履行期限 令和１０年２月１４日

 



【その他議案 その④】

7 議案第４９号 工事請負契約の件
（消防本部・福島消防署整備事業 電気設備工事） 

消防本部・福島消防署整備事業 電気設備工事について、請負契約を締結する。
（1）契約金額 ７７０，０００,０００円
（2）契約の相手方 大槻・広栄特定建設工事共同企業体

 代表者 大槻電設工業株式会社 代表取締役 大槻 博太
（3）履行期限 令和１０年２月１４日

8 議案第５０号 工事請負契約の件
（消防本部・福島消防署整備事業 機械設備工事） 

消防本部・福島消防署整備事業 機械設備工事について、請負契約を締結する。
（1）契約金額 ５３３，５００,０００円
（2）契約の相手方 株式会社高橋設備工業所 代表取締役 髙橋 良行
（3）履行期限 令和１０年２月１４日



【その他議案 その⑤】

9 議案第５１号 工事請負契約の一部変更の件
（あぶくまクリーンセンター焼却工場建設工事）

    物価上昇に伴う建設費用の増加及び工事内容変更に伴い、契約金額を変更する。
(1)契約金額 １８，０１８，０００，０００円

 ↓
 ２０，４６３，９７９，８００円（２，４４５，９８０千円の増）

10 議案第５２号 財産処分の件
  旧青木小学校の敷地・校舎等について、公有財産の有効活用を図るため、事業用
施設として処分する。
(1)所 在 福島市飯野町青木字松保６番 ほか
(2)敷地面積 １８，５６９㎡
(3)建 物 校舎、屋内運動場
(4)処 分 額 ６７，２０２，５６０円
(5)処 分 先 株式会社マクサムコミュニケーションズ 

 代表取締役社長 右近 八郎    



【その他議案 その⑥】

12 議案第５４号 財産の無償譲渡の件（渡利幼稚園園舎）
  市立東浜保育所、渡利保育所、渡利幼稚園を統廃合し、渡利幼稚園敷地内に私立認定
こども園を整備するため、園舎を民間事業者へ無償で譲渡する。
(1)所 在 福島市渡利字沖町１２８番地
(2)数量・構造 園舎 ３２０㎡ 鉄骨造平屋建て
(3)譲 渡 先 株式会社アイグラン 

 代表取締役 橋本 雅文

11 議案第５３号 財産の無償譲渡の件（ブロードバンド設備）
  市が整備したブロードバンド設備について、業務の効率化を図り、安定的なサービス
提供を継続するため、民間事業者へ無償で譲渡する。
(1)所 在 福島市飯坂町茂庭地区、立子山地区、大波地区
(2)数量・構造 ケーブル設備一式
(3)譲 渡 先 ＮＴＴ東日本株式会社

 執行役員 宮城事業部長 須藤 博史



【報告 その①】

1 報告第 １ 号 専決処分報告の件
 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、市長が専決処分をしたものについて

 報告する。



令和７年度  ３月 補正予算の内容

（一般会計補正予算 第 ８・９ 号）

１ 年度末の整理予算



事 業 費
合 計

財源内訳

国 県 市債 その他 一般財源

補正第８号 397,000 310,750 86,250

補正第９号 4,421,960 329,155 23,835 737,500 157,528 3,173,942

（単位 千円）

一般会計補正予算額

４８億１,８９６万円

【参考】令和７年度予算累計額（一般会計） 1,404億3,079万円
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